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議員紹介

新しい議会構成決まる！
議長に 原  源次 議員、副議長に 三澤澄子 議員

　４月23日に行われた南箕輪村議会議員選挙において、10人の議員が選出されました。また、
５月９日に行われた令和５年第２回臨時会において、議会構成が決まりました。
　村民の負託にこたえ、聞かれた議会となるよう、議員一同尽力してまいります。

議 員 紹 介 ①座右の銘または信条　②趣味

西　森　一　博

笹　沼　美　保

加　藤　泰　久

百　瀬　輝　和

唐　澤　由　江

都　志　今朝一

三　澤　澄　子

山　﨑　文　直

太　田　篤　己

原　　　源　次

①『為せば成る為さねば
成らぬ何事も』

②アニメ・Vtuber鑑賞、
DIY

①『いつ死んでも悔いの
ないように生きる』

②ゲーム

①『継続』
②登山

①『人のために火をともせ
ば、我がまへあきらかな
るがごとし』

②サッカー

①『女性の目線ですぐ行
動、実行力抜群』

②俳句

①『一つひとつを真剣に
取り組み、誠意を持っ
て誠実に』

②音楽鑑賞

①『憲法を暮らしと政治
に生かす』

②庭いじり、油絵

①『日本一の村づくり』
②剣道、スキー、絵画鑑

賞

①『誠実・信頼・寛容』
②地域の文化・歴史につ

いて調べ、学ぶこと

①『初心忘るべからず』
②土いじり
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新しい議会構成・議長就任あいさつ

　５月９日第２回臨時会において、新し
く議長に就任いたしました。その使命と
責任の大きさに身の引き締まる思いであ
ります。議長として公共の福祉のため、

中立で公平公正な議会運営に努めてまいります。
　選挙を振り返ってみますと年々投票率が低下しており、村議会議員選挙でも
ついに50％割れとなるなど、関心の低さを感じました。要因はいくつか考えられると思われます。
議会に対する期待や魅力を問うことと、議員として信頼される立場にあるかよく考えることが必
要かと思います。基本条例の検証をし、課題に対する取り組み方法を上げ、議会の活性化を図り、
村民の皆様の期待と信頼に応えるべく、活気に満ちた議会運営に全力で取り組みます。
　今後とも皆様のご支援、ご協力をお願いします。

議　長 原　　源次 副議長 三澤　澄子

総務経済常任委員会（５人）

委 員 長 唐澤　由江
副委員長 西森　一博

委　　員
加藤　泰久
太田　篤己
原　　源次

（所管）
・総務課　　・会計室
・地域づくり推進課
・財務課　　・産業課
・建設水道課
・観光森林課

委員長会（４人）

座　長 副議長

代　理 議会運営
委員長

委　員

総務経済
常任委員長
福祉教育
常任委員長

広報委員会（７人）

委 員 長 三澤　澄子
副委員長 笹沼　美保

委　　員

西森　一博
山﨑　文直
百瀬　輝和
太田　篤己
唐澤　由江

福祉教育常任委員会（５人）

委 員 長 山﨑　文直
副委員長 笹沼　美保

委　　員
都志今朝一
三澤　澄子
百瀬　輝和

（所管）
・住民環境課
・健康福祉課
・子育て支援課
・教育委員会

議会運営委員会（４人）

委 員 長 笹沼　美保
副委員長 太田　篤己

委　　員 山﨑　文直
唐澤　由江

◯議会選出監査委員
　都志今朝一

◯上伊那広域連合議会
　議員

原　　源次
三澤　澄子

◯伊那中央行政組合議会
　議員

原　　源次
三澤　澄子

◯長野県上伊那広域
　水道用水企業団議会議員

原　　源次

議 会 構 成

議長就任あいさつ
原 　 源 次

※議会をもっと知りたい
　　　かたはこちらから
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議会活動

 村内12地区で    『村民の声を 聴く会』を開催しました！

●参加者アンケートに
寄せられたご意見●

○年に１～２回は声を聴いてほしい。
○もう少し参加者が集まると良い。
○より周知する方法を検討されたい。
○少人数の参加だが、身近な問題について他の人の
意見も聞けて良かった。
○議員の考えを聞けて良かった。
○テーマを決めて開催でも良いと思う。

南殿区（令和4年10月22日）

中込区（令和4年11月13日）

久保区（令和4年11月26日）

北原区（令和4年10月29日）

大泉区（令和4年11月19日）

大芝区（令和５年1月21日）

神子柴区（令和4年11月12日）

塩ノ井区（令和4年11月26日）

北殿区（令和５年1月21日）

南原区（令和５年1月22日）

田畑区（令和５年1月28日）

　令和４年度は「コロナ禍でも村民との懇談の機会を失いたくない」との思いから、村内12地区に出
向き『村民の声を聴く会』を開催しました。各地区に出向く議員を５人ずつにするなど少人数での開
催としたことで、参加したみなさま一人ひとりから多くのご意見をいただくことができました。
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議会活動

令和５年３月 16 日 

 

南箕輪村長 藤 城 栄 文 様 

 

 

南箕輪村議会議長 百 瀬 輝 和 

 

 

村民の声をもとにした要望書 

 

 

 南箕輪村議会は今年度、３年ぶりに「村民の声を聴く会」を開催しました。村

内 12 地区に出向き少人数で行うことで、コロナ禍においても開催することがで

きました。それぞれの地区で出された意見をまとめ、今後の村政運営に役立て村

民の利益に資するため、ここに要望いたします。 

 

記 

 

１. 地区計画における地区要望の優先度や検討過程、「未実施の理由及び進捗

状況」を詳細に説明されたい。 

 

２. 緊急車両などが通れない村内の道路を調査・公表し、対策を検討されたい。 

 

３. 活用されていない農業用水路を調査し、村が管理しているもので必要ない

ものは蓋をするなどの対策をされたい。 

 

４. 村内の公園を整備して、活用方法を検討されたい。 

 

５. 川のゴミや高速道路わきのフェンス越しに捨てられたゴミの対策を講じ

られたい。 

 

６. 村民が使える補助金一覧を、分野ごとにまとめて公表されたい。 

 

７. 地元応援商品券を再度発行されたい。 

 

以上 

 村内12地区で    『村民の声を 聴く会』を開催しました！

　出されたご意見の中から村への要望をまとめ、
３月1６日に「村民の声をもとにした要望書」を提
出しました。

村へ要望書提出

　参加していただいたみ
なさま、ありがとうござ
いました。
　いただいたご意見は、
今後の議会活動に生かし
てまいります。

ありがとうございました
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大芝高原の将来を見据えて
『観光森林課』新設！

件名（議案名はわかりやすく簡略表記しています） 賛成 反対 議決結果
議
会
提
案
関
係

村議会委員会条例の一部を改正する条例
▶常任委員会の所管変更と、広報委員会設置に伴うもの ９ ０ 可決

村議会会議規則の一部を改正する規則▶広報委員会設置に伴うもの ９ ０ 可決
村議会の個人情報の保護に関する条例
▶議会における個人情報保護に関する条例の制定 ９ ０ 可決

条
例
関
係

村課設置条例の一部を改正する条例▶観光森林課の設置 ９ ０ 可決
村国民健康保険条例の一部を改正する条例▶出産育児一時金の増額 ９ ０ 可決
村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例
▶デジタル行政推進法に基づき、行政手続きの利便性を向上させるための改正 ９ ０ 可決

村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する
条例▶こども家庭庁設置法の施行に伴うもの ９ ０ 可決

村個人情報保護法施行条例▶個人情報の保護に関する法律の改正に伴うもの ９ ０ 可決
村情報公開・個人情報保護審査会条例
▶情報公開・個人情報保護審査会に関する規定 ９ ０ 可決

村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例
▶個人情報の保護に関する法律の改正に伴うもの ９ ０ 可決

村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
▶会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の改正 ９ ０ 可決

令
和
４
年
度

補
正
予
算
関
係

一般会計補正予算（第11号） ９ ０ 可決
介護保険事業特別会計補正予算（第２号） ９ ０ 可決
国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） ９ ０ 可決
後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） ９ ０ 可決
水道事業会計補正予算（第６号） ９ ０ 可決
下水道事業会計補正予算（第６号） ９ ０ 可決

令
和
５
年
度

予
算
関
係

一般会計予算 ９ ０ 可決
介護保険事業特別会計予算 ９ ０ 可決
国民健康保険事業特別会計予算 ９ ０ 可決
後期高齢者医療特別会計予算 ９ ０ 可決
水道事業会計予算 ９ ０ 可決
下水道事業会計予算 ９ ０ 可決

請
願
・
陳
情

肥料高騰対策実施に関する陳情▶総務経済常任委員会は趣旨採択 ８ １
（山﨑） 趣旨採択

LPガス料金上昇に対する直接的な負担軽減対策を求める陳情書（地方創生臨時交付
金の活用）▶総務経済常任委員会は採択 ９ ０ 採択

日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・
土の安全の保障を求める陳情▶総務経済常任委員会は採択
●意見書に賛成：丸山　普天間の子どもたちが安全・安心に暮らせる環境を実現す

るため、最も危険といわれる普天間基地の辺野古への早期
移設を強く願う。

９ ０

採択

「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書
▶総務経済常任委員会は不採択
●陳情に賛成：三澤　世界水準から大きく遅れている最低賃金を全国一律にして引

き上げることが、購買力を高め、経済の回復になる。陳情は
採択すべき。

●陳情に賛成：丸山　急激な物価上昇は社会現象にも写る。国も先頭立って主要経
済団体から給与の引き上げを企業に要請中であり、最低賃金
アップは必要だ。

３
（丸山）
（山崎）
（三澤）

６ 不採択

定例会最終日の動画を
こちらからご覧いただけます

３月定例会

↑意見書
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　3月定例会は２月₂7日から3月13日までの日程で開かれました。
　₂0議案はすべて原案のとおり可決。陳情が3件提出され、採択２件、不採択１件
となり、意見書１件が採択されました。また、1₂月定例会で継続審査となっていた
陳情１件が趣旨採択となりました。そのほか、議会運営委員会提出の議案3件が採
択されました。

件　名
（議案名はわかりやすく簡略表記しています） 賛成 反対 議決

結果

令和４年度
補正予算関係

一般会計補正予算（第10号） ９ ０ 可決

水道事業会計補正予算（第５号） ９ ０ 可決

件　名
（議案名はわかりやすく簡略表記しています） 賛成 反対 議決

結果
令和５年度

補正予算関係 一般会計補正予算(第１号) ９ ０ 可決

Ⓠ 区や組の運営を考える検討会に委託
料が計上されているが、委託の内容
は？

A 事前アンケート、話し合った内容の公
開・公表、ワークショップのコーディ
ネートなどを業者委託したい。

Ⓠ 各会計の光熱費見込みは、どのように
算出したか？

A 光熱費も上がっており、前年の1.3倍
上限で指示した。概ね1.15倍で算出し
ている。 

Ⓠ 健康づくり事業委託料増加の理由
は？

A 健康づくり講座のメニューを増やし、
対象とする年代や内容を充実させた
い。

学校給食センター整備関連
約5000万円

大芝公園アスレチックの新設
500万円

地区要望による道路改良、水路の補修など
5000万円

地域材（アカマツ）の利用促進
1000万円

大芝の湯駐車場増設
約4500万円

松寿荘改修、補修工事
約1000万円

予算の概要は広報みなみみのわ
４月号に掲載されています。

３月定例会

　三澤澄子議員が長野県町村議
会議長会から自治功労表彰を受
賞した。同表彰は、町村議会議
員として議会の運営及び地域の
振興発展に
功労のあっ
た議員を対
象としてい
る。

三澤澄子議員が
自治功労表彰を受賞

算審議中の議員から予
村への質問を紹介村

ちょっと

主 な 事 業 内 容



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。
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一般質問

山 﨑 文 直

問

答

優良農地集積化の評価は

集積化により効率化など実現した（村長）

問　優良農地の集積化として、大泉川南ほ場
整備事業の評価は。
村長　農業の効率化の一つにほ場の区画整備
がある。この地区はＨ９年に要望が出され、担
い手育成型として、県によりＨ11年に予算化、
Ｈ18年に竣工した。面積はトータルで38.8ヘク
タール。評価は、整備により大型機械の使用が
可能になり、またパイプライン化により水管理
の省力化も実現。農地の集積化により労働生産
性が向上した。生産可能な作物も増加し、適正
な土地利用につながっている。稲作とともに小
麦・大豆・ソバ・アスパラガス・白ネギ・花

か
卉
き

などの転作作物が複合的に栽培されており、高
く評価できる。工事費は７億３千万円のうち村
負担が11.25％、地元負担が11.25％、関係戸数
は1７９戸。村も含めて地元で１億円以上負担し
ている。将来にわたり回収しなければならない
投資であり、この部分の評価はもう少し先にな
る。なおこの地域は眺望もよく事業の効果は
あった。

問　まっくんファームが農作業受託などで大
きな役割を担っているが、若者が年間通じて働
く職場としては不安定だ。検討する組織などは。
村長　重要な視点である。農閑期のみの出向
などＪＡ等と検討していきたい。
産業課長　再生協議会の中でも検討したい。
問　村に３つの土地改良区があるが、家族農
業中心と集約農業に区分けして進める考えは。
村長　国が同様の考えを持っている。農業経
営基盤強化促進法の一部を改正する法律によ
り、人・農地などの関連施策が見直された。市
町村は区域ごとに協議会を設け、農業の将来に
ついて話し合いを行い、地域計画をＲ６年度ま
でに作成する方針が示され、10年後の地域農業
のあり方を決める。村はＲ５年度から２年間か
けて、農地利用の目標地図を作成する。
問　今後の再ほ場整備の考えは。
村長　条件もあるため、まずは地元からの要
望があってから。
問　こども家庭庁は性犯罪履歴を確認するし

くみの導入を検討と報じたが、村内
小中学校の取り組みは。
教育長　残念ながら県内において
も性犯罪の事例がある。県教育委員
会も重大なこととして、市町村教育
委員会連絡会・校長会でも伝達が
あった。性暴力等防止に関する校内
研修を重ねている。性暴力・性被害
は許されるものでなく、子どもを
守ることの大切さを再確認してい
る。全職員で懲戒処分の指針の読み
合わせや動画の視聴、性に関する自
己チェックシートの活用などしてい
る。ほ場整備後の農地（大泉川南地区）



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。
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一般質問

加 藤 泰 久

問

答

就任２年を顧みて

公約達成に見通しをつけることができた（村長）

問　移住者が村民の73.3％の数字の根拠は。
村長　村の第２次福祉計画を策定する上で実
施したアンケート調査の結果によるもの。Ｒ３
年９月18日～10月11日を調査期間として、満20
歳以上で村在住の2,500人を無作為抽出し、回
収数は1,2６5人（回収率50.６％）であった。アン
ケート項目は、
①生まれてから南箕輪村にずっと住んでいる
②南箕輪村で生まれたが村外に居住経験がある
③村外から転入してきた
　この項目の中で③に回答してきた割合が
７3.3％となった。
問　前期２年の感想は。
村長　新人でありさまざまな課題に取り組み、
それぞれ見通しをつけはじめた。残り任期の公
約達成に向けて準備を整えることのできた２年
であった。大きな課題としてはコロナ対応、焼
却灰、開発公社の経営不振が上げられる。コロ
ナ対応は、新たに接種会場を設け接種スピード
を上げた。支援事業としては、事業者への支援
の他に商品券2,000円を5,000円に上げ２度実施
した。開発公社の経営不振については自己資本
がなく債務超過すれすれであり、コロナで事業
の先行きが見えず、職員のモチベーションが低
下していった。大芝荘を休業し、開発公社の再
建計画を立て経営体制も刷新し、Ｒ４年度は黒
字化の見通しとなった。その他ＬＥＤ化、ＩＣ
Ｔの導入を進め、個別避難計画を作成した。ま
た独自に教育事業への投資として体育専科教員
の導入、ＩＣＴ支援員の配置など、人への投資
を積極的に進めた。公約としたことは急がず遅
れず、４年間で達成できるペースで進めること
ができている。
問　後半目指す計画事業は。

村長　公約していることはすべて達成するよ
うに努力する。区、組、行政とのかかわりの見
直しは２年で方向性を示せるようにする。大芝
高原の遊具やトイレ等の施設整備、そして大芝
荘、大芝の湯の整備事業は村民に関心を持って
もらいながら進めていく。高齢者の足となる公
共交通の整備を進める。南箕輪村版ネウボラ、
伴走型支援を目的とした福祉窓口の一元化を進
める。地域公園の整備事業化、ＬＥＤ、ゼロカー
ボン、ＩＣＴに関する事業を進める。
問　森林伐採事業に業者の選択を。
村長　森林づくりは５年、10年で完結するも
のではなく、今までのように単年で木を伐採す
る、作業道を整備するのではなく、行政と民間
企業が一緒に考え進めていく、継続的かつ持続
的な森林整備に配慮していくことが必要。大芝
高原森林づくり計画に基づき、方向性や将来像
を考え共通認識として進めていく。

注目の赤松の大木（大芝高原）



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 0 〉〈 1 0 〉

一般質問

問　代表監査委員と議会選出監査委員のすみ
分けは。
村長　代表監査委員は高い専門性を、議選監
査委員には、政策の妥当性の観点や現在の村の
課題を把握した上で監査を実施し指摘などを期
待している。
問　議選監査委員を条例により選任しないこ
とができるようになったが見解を。
村長　自治体規模により識見者の確保が難し
いことなどで県内では１町村、全国でも14町村
と少ない。議会での選任ができないのであれば、
村としては可能と考える。議選監査委員を選任
しない条例を制定するのであれば、議会の権利
を奪うことにもなるので、さまざまな知識や考
え方を持って、検討から条例改正まで進められ
たい。もしくは、議員全員の賛成が得られれば
村で手続きを進めていきたい。
問　監査の充実強化・公正普遍のため監査委
員事務局の必置制は。
村長　監査委員を補助する事務局であり人員
に余裕があればよいが、県内では43町村が議会
事務局と併任している。1７5名程度の小規模組
織である本村は、管理職の設置を含め専任職員
の配置は難しいと考える。
問　地方自治法上の内部統制制度は本村では
努力義務であるが、代わるしくみはどのような
ものか。　
村長　職員が遵守しなければいけないものと
して、事務処理に関する規則や要綱・規定など
がある。また、具体的なものを示したマニュア
ルなどを作成し職員で共有している。さらに、
職員への周知が必要なものは、担当課長から職
員へ通知などして対応している。情報セキュリ
ティ、リスクマネジメントといった職員研修な

どして意識向上に努めている。
問　事例として安全運転管理者の役割と運転
者服務規程はどうか。
村長　安全運転管理者に総務課長を専任し、
２名の副安全運転管理者がいる。役割は運転者
の適正等の把握など８項目（写真参照）である。
服務規程は公用車の安全な運転を確保するため
に運転者が守るべき規程だが、運行日誌が紙
ベースからデジタル化に移行した際、管理上不
足した部分もあり現在改善中である。

問　内部統制制度の導入・実施については。
村長　顔と氏名が結びつく小さな組織であり、
お互いを見て取れ高めることで、倫理観を持っ
て意見交換が可能となる。このことは、類型別
に組織内規則などの制度的でなく、同僚による
批判などの非制度的統制で貢献できる。また、
別の法則では、官僚制では必要のない無駄な仕
事が増大するとして、非合理性も理論化されて
いる。内部統制制度は非合理性をさらに推し進
める危惧がある。現状ではこの制度を進めてい
くのは難しい。

丸 山 　 豊

問

答

議会選出監査委員に期待する業務は

村政全般のチェックを主に（村長）

安全運転管理者の業務（８項目）

安全運転管理者の業務
１.運転者の適正等を把握するための措置
２.自動車の運行計画を作成
3.交替するための運転者の配置
4.異常気象時等に安全運転確保の措置
5.点呼等による安全運転の指示
6.酒気帯びの有無の確認
7.酒気帯び有無の確認内容の記録
８.運転した距離等を記録した運行日誌の備え付け

(道路交通法74条の3第２項の内閣府令で定める業務)



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 1 〉〈 1 1 〉

一般質問

問　個人・地域・行政の行うことを明確化す
るため、自治基本条例の制定をしては。
村長　第６次総合計画やコミュニティ検討会
議などで今後の村の方向を検討して決めてい
く。それらを実施していく中で意見があれば制
定の流れもある。明文化していくことは良い取
り組みと考える。
問　地域コミュニティの検討会議の内容は。
村長　検討会議は、村の10年後を見据えて２
年かけて検討していく。課題は行政と地域の関
わり方である。１年目は区・組などの事務分担
等洗い出しをし、２年目は区・組の負担軽減を
行政と地域がどう負担すればよいか検討してい
きたい。

未来が輝く希望の村に
問　こども基本法のこども計画は作成するか。
村長　Ｒ６年度から第３期南箕輪子ども子育
て支援事業計画を策定し、その中に
入れていく予定である。今後の国、
県の動きを見ながら取り組んでい
く。
問　子育て日本一の村として「こ
どもの権利条例」を制定しては。
村長　国でこども基本法が制定さ
れ、村として第３期子ども子育て支
援事業計画に子ども計画を包含する
ことを先に進める。その過程で含ま
れない部分を条例で定める必要があ
れば、進めていく必要がある。
問　子ども・若者からの意見聴取
に「こども若者会議」の設置を。
村長　村では現在、子ども子育て

審議会が設置されている。また、子ども・若者
らの意見はアンケート調査やＳＮＳを活用して
取り組んでいる。
　対面での意見を聞いていくことも大切であ
る。審議会の中から意見が出て、必要があると
なれば進める。

農業の未来のために
問　農業の競争力をつけるため、ほ場整備を
進めないか。
農業委員会会長　国の施策が変わり情報収集
には力を入れていく。Ｒ５年度の農業経営基盤
強化法の一部改正がある。将来の農業を考える
ために、Ｒ６年度中に地域計画を策定していく。
農業委員会は地域で守るべき農地を示した目標
地図に取り組んでいく。お金もかかり、地域の
合意が必要である。地域で検討をして進めても
らいたい。

百 瀬 輝 和

問

答

自治基本条例の制定を

意見があれば制定もある（村長）

昭和に行われたほ場整備の現在（久保）



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 ₂ 〉〈 1 ₂ 〉

一般質問

問　デジタル化・ＩＣＴ活用の推進は、現在
どのような取り組みが行われているか。
村長　庁舎等へのWi-Fi設置、子育て・介護
関連の手続きはマイナポータルで３月末より申
請できる。その他の申請も順次進めている。Ｒ
４年度に立ち上げた情報化推進部会において、
事務の効率化等を進めていく。
問　地元企業や住民のＩＣＴに対する意識や
利用状況の調査を行っているか。
村長　現在行っていない。まずは課題として
認識し検討していく。
問　保有するデータの活用状況についてどの
ような取り組みが行われているか。
村長　オープンデータは、現在、村内の医療
機関、文化財、観光施設、公共無線ＬＡＮアク
セスポイント、子育て支援について公開してい
る。保有データは活用できていない。
問　ＩＣＴ活用の事例は。
村長　ＡＩ議事録の導入により事務作業1,150
時間が７00時間に短縮した。ＬＩＮＥ機能の向
上によりごみの分別・ごみの不法投棄・道路の
損傷の報告機能を追加した。

学校教育・社会教育の充実と推進
問　学校教育・社会教育におけるＩＣＴ活用
の推進に関する具体的な施策や取り組みは。
教育長　生徒はクラウド上での共同編集によ
る意見交換等を行っている。村独自の取り組み
として休日の持ち帰り学習をサポートするため
の支援を行っている。社会教育では、講演会等
のオンライン配信を行っている。
問　ＩＣＴを活用した授業や講演会などの評
価やフィードバックの状況は。
教育長　通常授業における評価は行っていな
い。講演会のオンライン配信についてはさまざ
まな意見をいただいている。今後活かしていき
たい。

地域防災の課題解決と強化
問　Ｒ４年度の地域防災の取り組みの進捗状
況は。
村長　自主防災組織連絡協議会を開催し、年
間の計画や総合防災訓練等、防災に関する情報

共有を行った。
問　Ｒ５年度の地域防災の重
点課題は。
村長　コロナ前の地域防災力
に戻るよう、努力を重ねる。
問　災害時における情報伝達
や連絡調整のためのＩＣＴ活用
状況は。
村長　移動系の防災行政無線
設備を更新し、ＩＰ無線および
デジタル簡易無線へ変更する。

登 内 瑞 貴

問

答

保有データの活用状況は

活用できていない（村長）

なぜ自治体でＩＣＴ活用が必要か？
ｈｔｔｐｓ：⊘⊘ｗｗｗ.ｓｔａｔ.ｇｏ.ｊｐ⊘ｄｓｔａｒｔ⊘ｐｏｉｎｔ⊘ℓｅｃｔｕｒｅ⊘09.ｈｔｍℓ



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 3 〉〈 1 3 〉

一般質問

問　県道４８９号、中井沢踏切西側カーブ改
修工事の進捗状況は。
村長　県に要望活動を行っている。Ｒ４
年度から事業化、Ｒ５年度は用地買収と物
件補償、Ｒ６年度着工、Ｒ７年度工事完了
の予定である。
問　村政運営Ｒ４年度事業の執行状況は。
村長　Ｒ４年度の主な事業の２月末現在
の執行率は8６％となっている。一般会計予
算全体では６９.2％の執行率となっている。
イベント関係では、森の花火大会を独自に
開催できたこと。
問　Ｒ３年３月より施行した「村・まち・
ひと・しごと創生基金」企業版ふるさと納税の
進捗状態は。
村長　ＶＣ長野トライデンツの存在や活動を
村民へさらに浸透させていくことが必要。企業
版ふるさと納税を利用して、体育館兼避難所、
トレーニング施設の建設を目標としている。営
業活動は、Ｒ３年より企業訪問を始めている。
Ｒ４度末までの納税額は、総額200万円の見込
み。
問　豪雪による農業ハウス等倒壊に村として
の援助はあるか。
村長　近年にない積雪により、村内農業施設
に多くの被害が発生。農業農村支援センターに
相談窓口を設置し、農業経営に対しての案内等
対応。村では、収入保険の掛け金に対して補助
を行う事業を行っている。今回、農業収入が減
収となれば保険金が支払われるという面で間接
的な援助となる。その他独自の援助は、近隣市
町村の動向やＪＡとも協議をしながら検討して
いく。
問　大芝荘車庫西側の「シイタケの里大芝」

の今後の利活用の考えは。
村長　大芝荘の宴会への提供、味工房での販
売を目的に、マイタケ・シイタケの栽培をして
いた施設。Ｈ８年頃設置、公社職員により管理。
マイタケは販売する状態に至らず、管理する人
手がなく事業を停止した。シイタケは園児の園
外保育で栽培に利用した経過があったが、現在
は行われていない。キノコ栽培事業は、管理運
営する人手も確保できないため、今後も再開は
考えていない。
問　学校教育。コロナ感染症による自宅待機
の、勉強への影響は。
教育長　休んでいる児童生徒には、ＧＩＧＡ
スクール構想で配備したタブレットを有効活用
し、授業のライブ配信、リモート授業を展開。
タブレットで行うことのできる学習課題を配布
し、学習面の配慮を行った。担任からの連絡や
話も大切と考え、欠席児童宅に毎日の連絡、個々
を安心させる声がけなども行ってきた。また家
庭訪問を行い、必要な荷物を届ける担任も見ら
れた。

都志今朝一

問

答

県道中井沢踏切カーブ改修工事の進捗状況は

Ｒ7年度完成予定（村長）

現在の踏切（北殿駅南）



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 4 〉〈 1 4 〉

一般質問

問　サントリーウエルネスが行っている『 B
ビ ー
e 

s
サ ポ ー タ ー ズ
upporters!』という取り組みを参考に、ＶＣ

長野トライデンツの高齢者応援団を結成し、高
齢者のワクワクを作るきっかけとしては。
村長　まずは選手と仲良くなり、チームを身
近に感じてもらうことが必要。Ｒ５年度にＶＣ
長野トライデンツと一緒に実施する健康づくり
講座を創設する。また、シーズン開幕の10月以
降に地区社協と協
力し、各地区公民
館 で ホ ー ム ゲ ー
ム の パ ブ リ ッ ク
ビューイングを開
催し、応援イベン
トを実施したい。

障がい者グループホーム等施設
整備事業補助金について

問　障がい者グループホームと放課後等デイ
サービス（以下、放デイ）を新設する際の補助金
について、補助割合と補助金額上限の引き上げ
が必要では。
村長　放デイは村内に５か所あり、充足して
いると考える。グループホームは村内に２か所
で足りていない状況。補助事業を拡充するか、
村で事業化するかなど、抜本的な見直しの検討
が必要。
問　新たに設置する場合だけではなく、既存
の施設の増改築や修理などにも補助金が必要で
は。
村長　補助金は不足している資源を補うため
のもの。医療的ケア児が通える放デイや、障が
い児のショートステイ受け入れ事業所などが不

足しており、そこを補う増改築であれば補助金
の検討も必要。また、グループホームと放デイ
を同じ要綱で扱うことに関しても検討が必要。

自殺対策について
問　タブレット端末を使って自殺リスクや心
の不調を可視化する「Ｒ

ラ ン プ ス
ＡＭＰＳ」を、小中学校

に導入しては。
教育長　小学校では、学校生活を通して『命
の大切さ』を教師と児童がともに学んでいる。
中学校では『ＳＯＳの出し方教育』を行ってお
り、その後のアンケートに寄せられた子どもた
ちの声をどのように受け止めていくかというこ
とも大事だと感じている。悩みを持っている児
童生徒にどう寄り添うか、また、自殺リスクや
心の不調を可視化することができるツールの導
入は大事だと考える。活用方法や迅速に対応で
きる体制づくりも必要であり、予算面も含め検
討したい。

小児科専門医誘致について
問　村には小児科専門医がいない。特に発達
支援に関わる専門医は必要だと思われるが、誘
致の考えは。
村長　村内の開業医には診療の他、ワクチン
接種などにも多大な協力をいただいているが、
園医・学校医・健診医の確保に苦慮している状
況もある。また、往診可能な医療機関がないこ
とも在宅医療における課題である。開業にかか
る費用の一部を補助するなどの支援策は実施し
たい。上伊那圏域の医療機関の状況を見つつ、
村内医療機関と協議したうえで進めたい。

笹 沼 美 保

問

答

スポーツ観戦・応援で高齢者を元気に

公民館で応援イベントを実施したい（村長）

いくつになっても
ワクワクできる！



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 5 〉〈 1 5 〉

一般質問

問　ネーミングに込められた想いは。
村長　産業課の業務の幅が広く負担
が大きいため、大芝サービス係と森林
デザイン係に組織改正する。日本でこ
のネーミングはわが村のみ。アイデア
は係長で構成する「総合計画推進委員
会」が原案。理事者が決定した。
問　人員と拠点は。
村長　課長、係長、係員で森の交流
施設の事務室へ観光協会も入室。
問　伐採計画と樹種転換の目的は。
村長　大芝高原はアカマツ・ヒノキ
の２段林で20のゾーンに分かれてい
る。今後の伐採実施計画により進めて
いく。ナラ枯れ、ヒノキ枯れも心配されてい
る。樹種は多様性のある森林づくりを目指して
いく。
問　大芝荘利活用検討委員会検討結果は。
村長　提案された事業は、村の将来を担う子
どもたちのための支援・教育を充実させる事業
としては優れているが、村の財政負担を伴い、
老朽化している大芝荘の現状を鑑みると事業実
施は困難で、採用に至る事業はなしで指定管理
か除却かを今後検討。ワクチン接種終了後、取
り組んでいく。
問　温泉施設「大芝の湯」電気料７千万円。
昨年入浴料金値上げが議会で否決されたが。
村長　上伊那、木曽以外の人の料金を７00円に
という案だった。料金はしばらくこのまま値上
げしない。電気料がさらに上がれば、指定管理
料で支払っていく。重油に代わるバイオマスボ
イラーの可能性も考える。
問　1４０台の駐車場増設の目的は。
村長　お出かけ村長室で要望があり、屋内運

動場からでは「大芝の湯」の玄関から遠い。南
側に駐車場を設置し、高齢者に配慮しバリアフ
リー化する。
問　大芝で宴会をという村民の声、思い入れ
が強い。実現可能か。
村長　村民にアンケート調査し、小規模宴会
場を「大芝の湯」に設置する可能性を考えてい
く。20年が経過し劣化。厨房が狭い。計画では
Ｒ10年から対応することになっているが、前倒
しも視野に入れることも可能だ。
問　職務専念義務を怠った懲戒処分は。
村長　住民の信頼を損なう行為であり、深く
お詫びを申し上げる。
問　なぜ早くから指導できなかったか。
副村長　庁外業務に出た際に１回あたり５～
10分程度であり、早期の把握ができなかった。
問　猛省のため、配置転換を。
副村長　住民の信頼を損なう行為を、重く受
け止め猛省しているので、配置転換は考えてい
ない。

唐 澤 由 江

問

答

大芝高原の整備強化は

観光森林課を新設する（村長）

新設の観光森林課（大芝高原味工房となり）



※原稿は原則、質問者が記載。質問・答弁は要約してあります。

〈 1 ₆ 〉〈 1 ₆ 〉

一般質問

問　村長就任２年経過しての成果と反省は。
村長　さまざまな課題に正面から取り組み、
それぞれ見通しをつけることができた。開発公
社の経営不振脱却のため、赤字の原因である大
芝荘を休業し、再建計画を立て経営体制も刷新
した。大芝の湯を中心に開発公社の体力をつけ
ていく。ＬＥＤ化、ＩＣＴの導入、個別避難計
画策定も進めている。体育専科教員導入、ＩＣ
Ｔ支援員配置など教育事業への投資をしたの
で、今後が楽しみである。反省点は焼却灰の再
出現で、住民の安全安心を脅かしてしまったこ
と。職員の特技、経験を踏まえた人事配置がで
きたか。大芝高原の大型遊具設置等は適切な補
助を受ける手続きなど、さまざまな準備を重ね
ている状況である。
問　残り２年任期における公約の実現は。
村長　公約したことはすべて実現できるよう
努力を重ねている。大芝荘についてはＲ５年度
中に方向を示していく。
問　おでかけ村長室開催の成果は。
村長　Ｒ４年度から開始した事業で、今まで
11地区で12６人が参加した。多様な世代の参加
があり、自治会に関することを中心に要望や意
見が寄せられた。負担軽減を見据え、自治会組
織検討委員会に反映する。

再生エネルギーの推進
問　太陽光発電施設等1０ｋｗ以上の設置件数は。
環境保全など考慮されているか。
村長　Ｈ2６年に「村再生可能エネルギー利用
施設の建設等に係るガイドライン」を制定し
た。設置件数は2７件。現在の状況を鑑みてガイ
ドラインの改正を指示し、Ｒ４年に手続きが完

成。安全や生活環境および景観に配慮するとと
もに、地域住民に対して事業計画を明らかにし、
住民が持つ不安感の解消、地域と調和のとれた
事業の推進を図る。
問　設置後の施設維持、撤去後のパネル等が
適正に処分されるか。
村長　発電施設完成後、土砂災害防止など発
電設備等の維持管理に努め、適切な対策を講じ
るように定めている。撤去処分については、売
電収入から現金積み立てを規定している。ガイ
ドラインには強制力はなく、今後県条例の動向
を見て対応していく。
問　1０ｋｗ以下の設置や蓄電池導入の補助はで
きないか。
村長　県においても補助事業は始まっている。
Ｒ７年度から太陽光や省エネに対する補助の事
業化をしていきたい。

県営団地
問　県営団地の県への要請は。
村長　浅間塚・中込団地に14軒・43軒入居。
双方とも築後50年経過し劣化している。住まい
のセーフティーネットとして生活の安定と社会
福祉の共生に寄与するために建設され、改修か
建て替えかは県の意向による。

原 　 源 次

問

答

村長就任２年経過しての成果は

課題に取り組み見通しがついた（村長）

住宅用太陽光発電システム（太陽光発電協会ＨＰより）



〈 1 7 〉

議会活動

福祉教育常任委員会 行政視察
　福祉教育常任委員会は、２月８日～９日の２日間の日程で行政視察を実施した。先進的な取り
組みを視察することで、今後の議会活動や村政に反映するヒントを得ることができた。

　ぎふ清流福祉エリアは、障がい者対応施設を１か
所に集めた福祉に特化したエリアで、その中のぎふ

　豊田市はＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成に向
けた取り組みを先進的に進めており、とよたエコフとよたエコフルタウン

ぎふ清流福祉エリア

ルタウンはその実例を体感できる施設となっている。ＳＤＧｓ担当の未来都市推進課副課長より、Ｓ
ＤＧｓ達成への取り組みとして協力団体との連携やワークショップなどのイベントを実施していると
の説明を受けた。また、『さわれる地球』を見ながら、未来のオゾン分布や温暖化による気温変化シ
ミュレーションなどの解説を受けた後、カーシェアリングを行っている電気自動車、水素を燃料とし
て走る燃料電池自動車、究極の省エネ住宅のスマートハウスなど見学した。

木遊館（木育施設）、清流園（障がい者就労支援事業所等）、福祉友愛アリーナ（障がい者用スポーツ施
設）を視察した。ぎふ木遊館は、“ぎふ木育”の拠点として「ぎふ木育30年ビジョン」の取り組みを展開
する施設。木のぬくもりと感触を存分に味わうことができ、赤ちゃんから大人まで楽しめるイベント
も充実していた。福祉友愛アリーナは、障がい者に配慮した設備が整っているスポーツ施設で、当事
者からの意見も大切にして設計された施設となっていた。



140号（前号）誌面に対するご意見・ご感想

編
集
後
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モニターのみなさんから寄せられた議会だより誌面や議会に対するご意見を参考に、
より親しみやすい議会だより、また議会になるよう努力してまいります。

広 報広 報広 報 モ ニ タ ー のモ ニ タ ー のモ ニ タ ー のモ ニ タ ー のモ ニ タ ー のモ ニ タ ー の 声声広 報 モ ニ タ ー の 声

広報委員会委員長　三澤 澄子
副委員長　笹沼 美保

委員　西森 一博
山﨑 文直
百瀬 輝和
太田 篤己
唐澤 由江

≪中学生模擬議会≫
◎事前に検討やアドバイス？（学校での）があっ

たかもしれませんが、質問が根本的なものか

ら、生活や、自分たちの将来に関係するものな

ど、良い内容であったと思いました。未来の主

権者として、地方自治、国の政治に関心をもっ

てもらうための大切な実践であると思います。

投票率の低さに如実に表れる？若者の政治的な

無関心は世界的な流れかと思われたりもしがち

ですが、香港などでは、意識的に子どもへの主

権者教育に取り組んだ結果、民主化を求める運

動に多くの若者が主体的に立ち上がったとのこ

と（残念ながら弾圧されてしまいましたが）。長

期的な視点をもって、民主主義や、人権の尊さ

を真剣に学ぶ機会、環境を大人が提供するよう

にしないと…と、非民主的な国家に世界の平和

が脅かされる現状を目のあたりにして強く感じ

ます。

◎正直今の中学生はすごいなぁと思いました。将

来は今よりももっと良い村になる為に頑張って

欲しいと願います。

◎中学生がこのような体験をできること自体も素

敵ですし、それを村民が読めることも素敵だと

思います。中学生ならではの「ストレートな質

問」は、村長・教育長・担当課長の考えを浮き

上がらせる良い機会だと思いました。

◎中学生議員の質問内容がしっかりしていて驚き

ました。学びの場を生かそうとする準備や心意

気を感じました。質問の内容は、大人も村民と

して関心を持ち、取り組んでいく必要のある事

柄で、勉強になりました。

◎知り合いのお子さまがいて目を引きました。今

後も頑張ってほしいです。子どもたちの中から

ジェンダーフリー・水資源・貧困・SDGsなどの

問題提起を読み、本当に着目すべき必要なこと

を、ふと考えさせていただきました。「じゃあ、

私たちは何をすればいいの？」と、先生や親と

の話し合いの中から自分なりの考えを持ち、自

分の言葉で話せる場を設けることが財産になっ

ていくような気がします。個人・家庭・地区・

村・広域・県・国・世界とつながっていると思

うことができる場所になっていくと意義がある

と思います。

◎中学生のみなさんが村の将来を真剣に考えてい

ることに、大変驚くとともに希望と勇気をいた

だきました。本当にありがとう！

≪その他誌面≫
〇議員が多様な観点から質問していることがよく

わかりました。これもモニターをお受けしたか

ら感じられたことで、モニターとして議会活動

に関わる人を増やしていくことが有効である

と、体験を通して強く思いました。

○今回の議会だよりは読みやすく感じました。

○読むといろいろな工夫や努力をして誌面作りを

されていることが良く分かります。「読む」と

ころまでひきつけるために、特に若い世代向け

にＱＲコードなどを活用して簡単な読後アン

ケート、議会クイズ、抽選でクオカード…など

あっても良いかな…とか？

○冒頭「中学生模擬議会」から始まったことによ

り、非常に読みやすくなりました。中学生から

の疑問・それに対する回答を見た上で「一般質

問」を読んでいくとすんなり読め、理解度も高

くなった気がします。

○『きらきら村の仲間たち』村の歴史編さんに多

くの人たちの努力があることを、村民の一人と

して感謝を申し上げます。本当に“いい仕事し

ています”と言いたい。ありがとうございます。

《議会に対するご意見》 は
こちらからご覧いただけます。

　４月の改選により、新しい議会構成になりました。広報
委員会も新しいメンバーとなり、この機会に議会だよりを
より多くの方に読んでいただけるよう、誌面の大改革に取
り組みました。ぜひご感想をお寄せください。 

（委員長　三澤澄子）
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